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第1章 総則 

１．目的 

 座間市発注の土木、建築工事等の施工にあたり、関係法令を遵守するとともに、工事施工に関

する仕様書の共通取扱事項として下記のとおり定める。 

 

２．適用 

 （１）座間市が発注する土木工事の施工に当たっては、座間市土木工事共通仕様書（平成 25

年４月）を準用する。 

 （２）座間市が発注する水道工事の施工に当たっては、座間市水道工事標準仕様書（平成 20

年 4 月）及び座間市水道工事施工要領書(平成 20 年 4 月)を適用する。 

 （３）座間市が発注する下水道工事の施工に当たっては、下水道土木工事必携（案）(財団法人

下水道新技術推進機構) を準用する。 

 （４）座間市が発注する建築工事の施工に当たっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公

共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書等を準用する。 
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第2章 共通仕様 

 

１．共通仕様 

（１）CORINSへの登録 

請負者は、受注時または変更時において工事請負代金（消費税を含む）が 500 万円以上

の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正

時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたう

え、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、

土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなけ

ればならない。登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・

完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じ

た場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要しない。

ただし、工事請負代金 2,500 万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、速やかに監督員に

提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、

変更時の提示を省略できるものとする。 

 

 

【CORINS 登録についての問合せ先】 

一般財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC） 
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（２）工事使用材料に係る仕様書 

 

１．座間市が発注する工事における使用材料は、原則として施工計画書に、名称・寸法・

規格番号・製造会社名および納入時期を記載し、日本工業規格（JIS）・日本水道協会

（JWWA）・日本下水道協会（JSWAS）の規格品、JIS 認定許可工場製造のコンクリー

ト製品を除き、カタログ等の資料を添付し提出すること。 

     ただし、設計図書で材料を指定しているものについては、資料の添付を省略すること

ができる。また、神奈川県コンクリート塊等処理指定登録工場より納入する再生砕石類

については、資料の添付を省略することができる。 

２．座間市が発注する工事に使用する材料は、「工事材料検査申請書」に基づき、市監督

員の確認を受けたものを使用しなければならない。また、使用前に材料検査（試験成績

表等により書類審査、サンプル等の外観検査を含む。）を実施するので、請負者は材料

納入時期等の連絡を密にとること。 

３．第1項、第2項の規定により材料検査に合格した材料は、同使用材料の認定書および試

験成績書等に有効期間（期限）等が定められている場合には、その期間（期限）内のみ

有効とする。この場合、その材料について合格した資料、成績表等、監督員から請求が

あった場合は、直ちに提出するとともに、検査時に提出しなければならない。 

４．次の材料については、受注工事に限り有効となるので、品質を証明する資料を請負者

の責任において整備、保管し監督員から請求があった場合は、直ちに提出するとともに

検査時に提出しなければならない。 

   ①アスファルト混合物（事前審査認定を受けていないもの） 

  ②JIS認定工場以外で製造された、レディーミクストコンクリート 

  ③地盤改良材 

  ④裏込め注入材 

  ⑤特別注文品及び、日本工業規格（JIS）・日本水道協会（JWWA）・日本下水道 

協会（JSWAS）の規格外品 

  ⑥その他、特記仕様書等に記載された材料及び、監督員が指示した材料 
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（３）建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る 

仕様書 
 

（H21.4.1 一部改正）  

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する

事項を定めるものであり、座間市が発注する工事に適用する。 

 

Ⅰ．総則 

１ 用語の定義 

   本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）建設工事 土木建築に関する工事をいう。 

（２）建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 

（３）建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。 

（４）建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 

（５）建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。 

（６）建築物等 建築物その他の工作物をいう。 

（７）解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を

取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊

す工事をいう。 

（８）新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。 

（９）分別解体等 

ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごと

に分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。 

イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分

別しつつ当該工事を施工する行為をいう。 

（10）再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含

む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。 

ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること 

イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに

利用することができる状態にすること 

（11）対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。 

（12）建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次

的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。 
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(13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第７に定め

る率先利用品目資材をいう。 

Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項 

   工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使

用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこ

ととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 

１ 施工前に取り組む事項 

   建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建

設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整

備等を行うこと。 

《管理及び施工体制の整備》 

（１）工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 

（２）請負代金の額が１００万円以上の場合には、次項Ⅲ．に基づき再生資源利用促進計画書及び

再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。特に対象建設工事においては、契約前

に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 

（３）再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現

場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。 

《下請契約》 

（４）工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契

約をすること。 

（５）分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 

（６）対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、

分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底するこ

と。 

（７）対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要

する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記

載すること。 

（８）解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工

事業に係る許可業者か、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 

ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意するこ

と。 

《事前調査等》 

（９）対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業

場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 
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（10）調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正

な工事を実施するための措置を講ずること。 

《再生品の利用》 

（11）建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を

考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート

塊等の処理及び再生骨材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指

定工場から再生砕石等を調達すること。 

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する

特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めるこ

と。 

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニア

ードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極

的に提案すること。 

２ 施工に関する事項 

   分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、

労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、

アスベスト、ＣＣＡ処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、ＰＣＢ等の取扱いには十分注意

し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。 

《発生抑制》 

（１）端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考に

して、積極的な提案を行うこと。 

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用 

イ 耐久性の高い建築物等の建築等 

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用 

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再 

利用 

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用 

《分別解体等》 

（２）建設業者にあっては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあっては技術管理者を

設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。  

（３）建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。 

ア 建設廃棄物と建設発生土 

イ  一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等） 
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ウ  特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物 

エ  安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず

等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等） 

（４）対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの

作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コン

クリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 

《再資源化等》 

（５）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資

源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めるこ

と。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照） 

（６）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート

塊等処理指定工場へ搬入すること。 

（７）建設発生木材等は、原則として県土整備部の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 

（８）その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建

設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 

《適正処理》 

（９）廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処

理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 

（10）廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 

ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベス

ト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業

者に委託すること。 

イ  適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反とし

て委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併

せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 

ウ  産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終

処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。 

３ 施工の完了後に行う事項 

（１）再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管

理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を把握し、再生資源利用促進実施書及び再生資

源利用実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。 

（２）対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃

棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に

提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 
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上記（１）から（２）の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出するこ

と。 

 

（参 考） 

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）（建設リサイクル法） 

○特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方

針（平成 13 年 1 月 17 日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号） 

○神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進

等の実施に関する指針（平成 14 年 5 月 28 日 神奈川県告示第 366 号） 

○資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号）（ラージリサイクル法） 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（廃棄物処理法） 

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）（グリーン購入

法） 

○建設副産物適正処理推進要綱（平成 14 年 5 月 30 日改正） 

Ⅲ．建設副産物実態調査に関する事項 

   現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定め

る。 

１ 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわ

らず、当該年度に終了した最終請負額が１００万円以上の工事（調査意見書の工事は除く）は、次

項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度

にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利

用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび

帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用｛促進｝計画書（実施書）の作成」を

兼ねるものとする。 

本調査の対象品目は、表１の通りである。 

表１ 調査対象品目 

対象 調査対象品目 備考 

搬入する 

建設資材 

・コンクリート 

・コンクリート及び鉄から成る建設資材 

・木材 

・アスファルト混合物 

・土砂 

・砕石 
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２ 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 

（１）国土交通省のホームページ 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm  

からＣＲＥＤＡＳ入力システムをダウンロード(無料)し、インストールする。 

 インストール方法及びシステムの操作方法については、同ページ内「インストール」及び「操

作説明」ページに掲載の情報を参照するか、「ダウンロード」ページに掲載されている『「ＣＲＥ

ＤＡＳ入力システム」のインストールマニュアル』や『「ＣＲＥＤＡＳ入力システム」操作説明書』

を参照する。 

（２）当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用計画書－「建設リサイクルガイドライン」、

・塩化ビニル管・継手 

・石膏ボード 

・その他建設資材 

 

 

 

搬出する 

建設副産物 

・コンクリート塊 

・建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの木製

資材が廃棄物となったもの）※1 

・アスファルト・コンクリート塊 

・その他がれき類 

・建設発生木材Ｂ（立木、除根材などが廃

棄物となったもの）※2 

・建設汚泥 

・混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）※3 

・金属くず 

・廃塩化ビニル管・継手 

・廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手

を除く） 

・廃石膏ボード 

・紙くず 

・アスベスト（飛散性） 

・その他分別された廃棄物 

・第一種～第四種建設発生土及び浚渫土 

（建設汚泥は除く） 

※1 

建設発生木材等のうち、解体木くず、

新築端木材くずが該当する。 

※2 

建設発生木材等のうち、建設工事（工

作物の新築、改築又は除去に係るもの

に限る。）に伴って副次的に得られる伐

木材、伐根材が該当する。 

※3 

現場へ搬出する状態で判断し、発生と

搬出の間に分別された場合には、分別

後の品目が発生したものとみなす。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm
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「建設リサイクル法第 11 条通知別表」対応版－の作成) 

（３）工事個票印刷により、「再生資源利用計画書－「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイク

ル法第 11 条通知別表」対応版－を印刷し、施工計画書に添付する。 

（４）工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。 

（５）提出用ファイル作成により、提出用データを作成する。 

（６）工事個票印刷により、「再生資源利用実施書－「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイク

ル法第１８条再資源化報告」、「Ｈ２０建設副産物実態調査」対応版－」を印刷し、監督員の確認

を受ける。 

（７）工事完成時に提出用データを監督員に提出する。 

（８）完成図書に「再生資源利用実施書－「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第１

８条再資源化報告」、「Ｈ２０建設副産物実態調査」対応版－」を添付する。 

３ データ入力上の留意点 

（１）建設発生土の入力値について 

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬

出（一種発生土～浚渫土）には、「地山ｍ3」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めｍ3」（表

２、土量の変化率Ｃを考慮）で入力する。 

表２ 土量の変化率Ｃ 

レキ質土 砂質土及び砂 粘 性 土 岩塊 玉石 

レキ レキ質土 砂 
砂質土 

(普通土) 
粘性土 

高含水比 

粘性土 
 

0.95 0.90 0.95 0.90 0.90 0.90 1.00 

                                                                            

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 中硬岩 硬岩Ⅰ 

1.15 1.20 1.25 1.40 

（例） 

     掘削  １００ｍ3 

     埋戻し  ２０ｍ3 （締めｍ3）・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。 

             ２２ｍ3 （地山ｍ3）・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。 

             ２０ｍ3／変化率Ｃ（仮に０．９とする）＝２２ｍ3 

     処分   ７８ｍ3 （地山ｍ3）・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。 

             １００ｍ3－２２ｍ3＝７８ｍ3 

（２）建設資材利用について 

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。 

・表３にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサ
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イクル資材の品目名については、神奈川県県土整備局建設リサイクル資材認定資材一覧表（以

下認定、一覧表という）を参照する。 

表３ 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名 

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち

「コンクリート」に、再生二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目の

うち「コンクリート及び鉄からなる建設資材」に入力する。 

・「規格」は、認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。 

・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については、認定一覧表の「製造工場」を入力し、

｢再生資材の供給元住所｣については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。 

・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。 

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生

利用量」には 0 を入力する。 

ウ ＲＣ－１０（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。 

（３）建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材Ａ・

Ｂ、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土）)について 

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を、神奈川県県土整備局のコンクリート塊

等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「５ 中間処理施設（合材プ

ラント以外の再資源化施設）」と選択する。 

イ 建設発生木材のうち解体木くず、新築端材木くずを、神奈川県県土整備局の建設発生木材等

再資源化指定事業者の施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの木製資材

が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「５ 中間処理

施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。 

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、伐根材を、神奈川県県土整備局の建設発生木材等再資源化指

定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ｂ（立木、除根材が廃棄物になったも

の）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「５ 中間処理施設（合材プラント

以外の再資源化施設）」と選択する。 

調査対象品目（建設資材の「分類」） 建設リサイクル資材の品目名 

アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物 

砕石 再生骨材等 

コンクリート 
再生コンクリート二次製品(無筋)※ 

再生舗装用ブロック(平板、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ、ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ等) 

コンクリート及び鉄からなる建設資材 再生コンクリート二次製品(有筋)※ 

木材 再生木質ボード 

塩化ビニル管・継手 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 
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エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種

類コード」を「５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。 

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類コード」を「６ 

ストックヤード（再利用先工事が決定）」と選択する。      
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（４）建設発生残土処分に係る仕様書 

１ 適用 

  本仕様書は、工事現場以外で建設発生土を処分する工事に適用する。 

２ 目的 

  請負者は、再生資源の利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）の趣旨を理解し、当

該現場からの建設発生土の利用の促進に努めなければならない。 

３ 用語の定義 

  指定処分（A）： 設計図書にて、建設発生土の受入地を指定している処分区分をいう。 

指定処分（B）： 建設発生土の土量（再利用が設計図書で指定されている分の土量を除

 く）が、1,000㎥ 以上の工事で、設計図書で受入地が指定されていない

処分区分をいう。 

確認処分 ：  上記に該当しない建設発生土の処分区分をいう。 

４ 処分地の選定 

  請負者は、指定処分（B）および、確認処分の場合、関係法令を遵守し安全性などを勘案の

うえ、自らの責任おいて処分地を選定し適切に施工しなければならない。 

５ 書類の提出 

  請負者は、指定処分（B）および確認処分の場合、建設発生土を搬入する前までに、確認届

け（様式-1）および建設発生土処分許可書（残土条例を設けている市町村にあっては、条例に

基づく許可書）の写しを監督員に提出しなければならない。 

６ 監督員の確認 

  請負者は、指定処分（B）の場合、監督員が処分地を確認後に、当該処分地に建設発生土の

搬入を行うものとする。 

７ 情報の提供 

  請負者は、建設発生土を 100㎥ 以上搬出する場合、建設発生土搬入のお知らせ（様式-2）

により搬出前までに、搬出市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵

送・FAX等で提出しなければならない。 

  情報の提供後は、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。 
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（2-4関係様式-1） 

確 認 届 

 

平成  年  月  日 

 

(宛先) 座 間 市 長 

 

       請負人 住 所 

        会 社 名  

        代表者名 

        電 話 

 

 

 本工事に係る以下の建設発生土処分地について、適法であると確認しましたので処分地として

選定しました。 

工 事 名  

所 在 地  （処分場名:       ） 

処

分

地 

地 権 者 名  

地 目  

管理者（社名･代表者氏名）  

住 所 及 び 連 絡 先  連絡先 

事 業 区 分 
□公共土地区画整理事業地  □宅地造   □農地造成 

□民間土地区画整理事業地成  □その他（        ） 

注 ) 最 終 処 分 地 所 在 地  

地 山 土 量  

運 搬 距 離  

受 入 料 金  

搬 入 機 関  

 注）当該処分地が、仮置的運営（ストックヤード）の場合記入すること。 

 備考： 運搬経路図、許可書等の写しおよび、現況写真（搬入前）を添付すること。 

  搬入完了後、速やかに搬入完了時の写真を提出すること。 
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（2-4関係様式-2） 

 

 

建設発生土搬入のお知らせ 

 

平成  年  月  日 

 

     殿 

 

         会 社 名             

         現場代理人名             

         電 話             

  

 下記のとおり、貴市町村内への受入先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたし

ます。 

工 事 件 名  

工 事 場 所  

工 事 概 要  

工 事 発 注 機 関 名  

工事監督員又は担当者名  

連 絡 先 機 関 ･ 電 話 番 号  

工 事 請 負 業 社 名  

担 当 者 名 ・ 電 話 番 号  

建

設

発

生

土 

運 搬 業 者  

受入先（名称等）  

住 所  

運 搬 経 路  

搬 出 時 期  

土 質 土 量  
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（５）施工体制台帳及び下請業者編成表 

 １．請負者は、工事の一部を下請させようとする時は、国土交通省令および「施工体制台帳に

かかる書類の提出について」（平成 13 年 3 月 30 日付け国官技第 70 号、国営技第 30 号、国

港建第 112 号、国空建第 68 号）に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備え

るとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

２．請負者は、工事を施工するため「下請負工事施工体制」等の確認について（通知）（平成

8 年 6 月 16 日付け神奈川検指 84 号）に従って記載した「下請負業者編成表」を作成し、工

事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

 ３．第 1 項の請負者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成

13 年 3 月 13 日付け国官技第 70 号、国営技第 30 号、国港建第 112 号)に従って、各下請負

業者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げると

ともにその写しを監督員に提出しなければならない。 

 ４．請負者は、請負金額が 2,500 万円以上の場合には、管理技術者、主任技術者(下請負者を含

む)及び第 1 項の請負者の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、所属会社名を

記載した工事担当技術者台帳を作成し、監督員に提出しなければならない。また、前記述技

術者に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社員の入った名札等

を着用させなければならない。 

 ５．第 1 項及び第 2 項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図、並びに下請業者編成表に変

更が生じた場合は、そのつど速やかに監督員に提出しなければならない。 
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（６）座間市環境マネージメントシステムに係る仕様書 

（環境配慮に係る仕様書） 

１．適用 

     本仕様書は､座間市が発注する請負金額 300 万円以上の建築・土木工事に適用する。 

２．環境方針 

  建築・土木工事の廃棄物の削減及び周辺環境に配慮した工事を推進し､再生資材の利

用促進に努める｡ 

３．目的・目標 

  環境方針を実施するために、以下のとおり、目的、目標を定めました｡ 

方   針 目   的 目         標 

廃棄物の削減 

（発生抑制） 

残土・アスファルト・

コンクリートの発生

抑制及びリサイクル

に努める 

残土・アスファルト・コンクリートを減らす

工法等を採用する 

アスファルト、コンクリート、路盤廃材、鉄

くずのリサイクル率１００％ 

伐採木・剪定枝の４０％再利用に努める 

周辺環境に配慮し

た建築・土木工事

の推進 

工事に伴う騒音、振

動、粉塵、排ガス及び

燃料消費の低減に努

める 

騒音・振動の低減に努める 

粉塵の低減に努める 

排ガスの低減に努める 

燃料消費の低減 

再生資材の利用促

進 

再生資材、環境負荷の

少ない資材の使用を

徹底する 

熱帯木材の使用縮減に努める 

「環境配慮型資材」の利用に努める。 

４．記載･実施 

  環境方針に基づき、目的及び目標を十分に理解し､できるものをできる範囲で積極的

に実施しなければならない。また、その内容を具体的に施工計画書に記載しなければ

ならない。 
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（７）熱帯材使用型枠の削減について 

 

  従前使用されていた、熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材100％の

もの）は使用しないものとする。 

  請負者は、これに替わる代替型枠の選択に当たっては、地球環境保全に配慮すると

ともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するもの

とし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。 

  コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装された

ものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。 

  また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用をするなどして資源の

有効利用の促進に努めるものとする。 
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（８）公共工事における石綿（アスベスト）に関する仕様書 

 

 石綿による健康障害を防止するため、工事の施工にあたっては次のとおりとする。 

１ 使用する全ての建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。 

 なお、原則として｢石綿を原材料としていない証明書｣等の品質を証明する資料を 

提出し、監督員の確認を受けなければならない。 

２ 下請契約における受注者に対しても、同様の内容を周知し徹底を図ること。 

３ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成 18 年政令第 257 号）、石綿障

害予防規則等の一部を改正する省令（平成 18 年厚生労働省令第 147 号）及び関係告

示により、適正に施工すること。 

../../000各種法令等/基発第0811002号.doc
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（９）公共工事労務費等の調査に対する協力に関する仕様書 

  

（適用） 

１ 工事が、座間市が実施する公共事業労務費等の対象工事となった場合、請負者は調

査票等に必要事項を正確に記入し、監督員に提出する等必要な協力を行わなければな

らない。 

  調査票等を提出した事業所を座間市が事後に訪問して行う調査、指導の対象に請負

者がなった場合、請負者はその実施に協力しなければならない。 

  また、本工事の工期経過後においても同様とする。 

（労務管理等） 

２ 公共事業労務費等の調査対象工事となった場合、正確な調査票等の提出が行えるよ

う、請負者は、労働基準法に従って就業規則等を作成すると共に、賃金台帳等を整理

し保存するなど日頃より使用している現場労務者の賃金時間管理等を適切に行ってお

かなければならない。 

（下請業者への徹底） 

３ 座間市の承諾後、請負者が本工事の一部について下請け契約を締結する場合には、

請負者は、当該下請け工事の受注者（当該下請け工事の一部にかかる二次以降の下請

け人を含む。）が前2項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 
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（10）抜打ち検査の実施 

 

座間市が発注する工事請負代金額が 300 万円以上の工事について、座間市抜打ち検査実

施要領（平成 19 年 9 月 1 日施行）に基づき抜打ち検査を実施する。 
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（11）保険の付保及び事故の保障に関する仕様書 

 

 

１． 請負者は、雇用保険法、労働災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共

済法の規定により、雇用者の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保

険に加入しなければならない。 

２． 請負者は、雇用等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びそのたの事故に対

して責任をもって適正な補償をしなければならない。 

３． 請負者は、建設業退職金共済制度の対象労働者の雇用が必要になった時において、

その雇用に見合った証紙を購入し「建設業退職金共済掛け金収納書届」に必要事項を

記入し、掛金収納書を貼付のうえ監督員へ提出しなければならない。 

４． 請負者は、「建設業退職金共済証紙配布状況報告書」及び「建設業退職金共済証

紙配布先一覧表」を作成し、工事完成検査時までに監督員へ提出するとともに工事完

成検査時に提示しなければならない。 

 

 

 

平成 21 年 4 月 1 日 
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 (1-11 関係) 

 

建設業退職金共済掛金収納書届 

 

  年  月  日 

(宛先) 座間市長 

 

        請負者  所 在 地 

             商号又は名称 

             代表者職氏名                 印 

 

  下記のとおり建設業退職金共済組合の掛金収納書提出について、次のとおり届け出します。 

工事の進捗により労働者数が変動しますので、労働者の増加に伴い順次購入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 工  事  名 
平成  年度 

 

２ 契 約 金 額 

 (消費税を含む) 
 

３ 契約締結日 平成  年  月  日 

４ 証紙購入額              円 (収納書合計額) 

 

購入しない理由  

 

 

収 納 書 貼 付 欄 

 

   1.(契約者が発注者へ)と記載のある掛金収納書(原本)を貼付すること。 

   2.証紙が複数あるときは裏面にも貼付してください。 
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(1-11 関係) 

建設業退職金共済証紙配布先一覧表 

 

工事名 平成  年度  

 

共 済 証 紙 購 入 日 

及 び 購 入 枚 数 

1 日券証紙

配 布 枚 数 

1 0 日券証

紙配布枚数 
配  布  先 

 

  平成  年  月  日 

 

    １日券      枚 

 

   １０日券      枚 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

配布合計    
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建設業退職金共済掛金収納書届等作成上の注意 

 

 

１ 掛金収納書届 

(1)  「契約の工事名」については、契約書どおり記入する。 

(2)  契約金額(消費税を含む)を記入する。 

(3)  契約締結日を記入する。 

(4)  証紙購入額については、建設業退職金共済制度の対象労働者の雇用が必要になった時点

において、その雇用に見合った証紙を購入してください。複数の収納書となったときは、

その合計額を記入する。 

（5） 購入しない理由欄については、 

ア 会社に退職金制度がある。 

イ 従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である。 

ウ その他の退職金制度に加入している。 

  などの理由を記入する。 

（6）  建設業退職金共済掛金収納書（契約者が発注者へ）と記載のある掛金収納書(原本)を貼付

する。 

（7）  購入した際には、建設業退職金共済掛金収納書届に必要事項を記入し、掛金収納書を貼

付のうえ、監督員へ提出する。 

 

２ 建設業退職金共済証紙配布状況報告書 

 (1) 購入した証紙の配布状況を確認するため、建設業退職金共済証紙配布状況報告書を作成し、

工事完成検査時までに監督員へ提出する。 

 (2) 掛金収納書届の購入内容の配布状況を報告書として提出する。 

 (3) 下請業者等が建設業退職金共済制度以外の場合には、「証明方法」欄に加入している制度名

等を記入する。 

 

３ 建設業退職金共済証紙配布先一覧表 

（1） 掛金収納書届で報告されている購入証紙の配布先一覧表を監督員へ提出する。 

（2）提出の時期は、工事完成検査時までとし、検査時に提示する。 
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（12）アスファルト混合物事前審査における土木工事共通仕様書 

適  用 

  本仕様書は、加熱アスファルト混合物の事前審査で「認定された混合物を使用する

場合に適用する。 

なお、本仕様書の条項は「座間市土木工事共通仕様書」の各条項と対応しており、

本仕様書に記載なき事項は「座間市土木工事共通仕様書」によるものとする。 

  

 資 料  １「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」による。 

平成11年 4月一部改正 
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 (13)道路工事現場における標示施設等の設置基準 

 本仕様書は、座間市が実施する道路（国道、主要地方道、県道、市道）での工事等について適

用する。 

なお、本仕様書に記載なき事項は「座間市土木工事共通仕様書」第 1 編第 1 章 1－1－29 工事

中の安全確保によるものとする。 

 

資 料  ２「道路工事現場における標示施設等の設置基準」による。 
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（14）舗装版切断時に発生する濁水の処理に関する仕様書 

 

（趣旨） 

第 1 条 この仕様書は、座間市土木工事共通仕様書等に定めるもののほか、舗装切断

作業時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第 2 条 座間市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。 

 

（処理方法） 

第３条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理

すること。 

 

 （条件） 

第４条   請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結

しなければならないものとする。 

  ２  請負者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業を得

ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。 

 

（提出書類） 

第 5 条 請負者は、施工計画書に舗装版切断作業時に発生する濁水の収集・運搬・処

分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分

業者の許可証の写しを添付すること。 

   また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで

締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。 

  ２ 請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストによ

り、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければ

ならない。 

 

（その他） 

第６条 この仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。 
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附則 

１ この共通取扱書は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 次にあげる運用は廃止する。 

 （１）座間市工事共通仕様書（平成 22 年 5 月） 

３ この共通取扱書は平成 25 年９月 1 日から施行する。
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資料 

  （１） アスファルト混合物事前審査における土木工事共通仕様書 

      平成 11 年 4 月 

（２） 道路工事現場における標示施設等の設置基準 

昭和 49 年 12 月 1 日から実施 

改正 平成 19 年 4 月 1 日 

（３） 座間市公共工事標準請負約款 工事請負契約書 
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第 3 章 土木工事施工管理基準書 

 座間市発注の土木工事の施工にあたって、座間市土木工事共通仕様書第 1 編１－１－２６「施

工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準は、「座間市土木工事施工管理基準書」

を準用する。 

 

 

 

第 4 章 土木工事写真管理基準 

 

 座間市発注の土木工事の写真管理基準は、「神奈川県土木工事写真管理基準」を準用し、一部

については次のとおりとする。 

 この場合において、「神奈川県」とあるのは「座間市」と読み替えるものとする。 

 

写真管理基準 

（工事写真の提出部数及び形式） 

８．工事写真の提出部数及び形式は次のとおりとする。 

 （1）工事写真として、工事写真帳を工事完成時に各 1 部提出する。 

 （2）削除 

 （3）電子媒体での提出を指示された場合は、CD-ROM を原則とし、これ以外の電子媒体を指

示された場合は監督員の承諾を得るものとする。（追加） 

 

（工事写真の整理方法） 

９．工事写真の整理方法は次によるものとする。 

 （1）削除 

 （2）工事写真帳の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の整理条件に示すものを標

準とする。 

    なお、整理条件とは請負者が撮影頻度に基づき撮影した工事写真のうち、工事写真帳と

した貼付整理し提出する枚数を示したものである。 

 （3）削除 


